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クリアランス技術検討ワーキンググループの設置について（案） 

 

 

１．設置目的 

放射線障害防止法におけるクリアランス制度化の検討については、これまで、放

射線安全規制検討会において、放射性同位元素の使用に伴い発生する廃棄物や放射

線発生装置の解体に伴い発生する廃棄物の実態調査（廃棄物量、廃棄物中の放射能

量及び放射能濃度等）を中心に進められてきたが、技術的な検討の充実を図る必要

があることから、放射線障害防止法におけるクリアランス制度化に係る技術的事項

を検討するための「クリアランス技術検討ワーキンググループ」を設置する。 

 

２．検討事項 

放射線障害防止法におけるクリアランス制度化に係る以下の技術的事項について

検討する。 

①クリアランス検認の技術的要件の検討 

・クリアランスの対象物の汚染状況（汚染形態、汚染核種、放射化生成核種、等） 

・クリアランスレベル以下であることの測定・評価方法 

・品質保証活動 

②その他、クリアランス制度化に必要な技術的事項 

 

３．進め方 

・議事は公開とする。 

・事務局及び事業者（日本原子力研究所、高エネルギー加速器研究機構、日本アイ

ソトープ協会等）での技術的事項の検討の進捗にあわせて開催する。 

・ワーキンググループにおける検討が進捗した段階で、適宜、放射線安全規制検討

会へ報告する。 
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